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助
成
金
額

20
万
円
以
上
（
消
費
税
を
除
く
。）
の

工
事
に
対
し
、
工
事
費
の
10
％
（
上
限

15
万
円
・
千
円
未
満
切
捨
て
）

※
工
事
費
は
、
申
請
時
に
見
積
書
の
写

し
、
完
了
時
に
領
収
書
の
写
し
で
確

認
し
ま
す
。

申
請
後
、
工
事
金
額
に
増
額
が

あ
っ
て
も
、
助
成
金
額
は
変
更

で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
完
了
時
に
見

積
額
を
下
回
っ
て
い
る
場
合
、
助
成

金
の
額
は
変
更
に
な
り
ま
す
。

申
請
書
類
配
布　

４
月
20
日
㈪
〜

・
商
工
課
（
地
場
産
セ
ン
タ
ー
３
階
）

・
歴
史
文
化
伝
承
館
１
階
総
合
窓
口

・
吉
田･

大
滝･

荒
川
総
合
支
所
地
域
振

興
課

※
市
Ｃ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

申
請
受
付　

６
月
15
日
㈪
〜
19
日
㈮
午

前
９
時
〜
午
後
５
時

受
付
場
所　

商
工
課
、
吉
田
・
大
滝
・

荒
川
総
合
支
所
地
域
振
興
課

ご
注
意
く
だ
さ
い

・
先
着
順
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
予
算
を

上
回
っ
た
場
合
は
抽
選
に
な
り
ま
す
。

・
申
請
手
続
き
は
原
則
と
し
て
、
本
人

ま
た
は
ご
家
族
の
方
に
限
定
し
ま
す
。

１
商
工
課
☎
25

－

５
２
０
８

ド
」
を
受
け
取
る
。

②
通
い
た
い
登
録
店
・
公
共
施
設
を
選

ぶ
。

③
そ
の
登
録
店
で
買
い
物
な
ど
し
て
ス

タ
ン
プ
等
押
し
て
も
ら
う
。

④
３
か
月
以
内
に
ス
タ
ン
プ
が
10
個
貯

ま
っ
た
ら
そ
の
登
録
店
の
ご
厚
意
で

割
引
券
や
日
用
品
等 

〝
ち
ょ
っ
と
嬉

し
い
プ
レ
ゼ
ン
ト
〞
が
も
ら
え
る
。

※
何
回
で
も
参
加
で
き
ま
す
！

登
録
店

・
商
店
街
や
飲
食
店
、
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト

ア
な
ど
身
近
な
お
店
が
あ
り
ま
す
。

・
登
録
店
は
、
カ
ー
ド
を
お
渡
し
す
る

時
に
ご
案
内
し
ま
す
。

・
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く

か
、
県
の
Ｃ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

１
秩
父
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

秩
父
☎
22

－

２
５
８
２

　

吉
田
☎
77

－

１
１
３
４

　

大
滝
・
荒
川
☎
53

－

１
０
１
４

　

自
己
居
住
用
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム

（
改
修
）
工
事
等
を
行
っ
た
場
合
に
、

そ
の
経
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対
象
者

①
市
民
で
、
市
税
の
未
納
が
な
い
方

②
対
象
工
事
に
つ
い
て
、
市
で
実
施
し

て
い
る
他
の
助
成
・
補
助
等
を
受
け

て
い
な
い
方

③
過
去
に
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
金
を
受
け

て
い
な
い
方
（
太
陽
光
発
電
の
設
置

工
事
を
除
く
。）

対
象
工
事

①
対
象
者
の
居
住
用
で
あ
り
、過
去
に
、

リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
金
を
受
け
た
こ
と

の
な
い
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
等
で
あ
る

こ
と

②
市
の
登
録
市
内
施
工
業
者
に
行
わ
せ

る
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
等
で
あ
る
こ
と

③
工
事
着
工
前
で
あ
る
こ
と
（
現
場
確

認
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

④
住
宅
環
境
の
改
善
に
関
す
る
リ
フ
ォ
ー

ム
工
事
等
で
あ
る
こ
と

※
対
象
は
、
居
住
用
住
宅
等
の
修
繕
・

補
修
増
築
な
ど
の
工
事
で
あ
り
、
新

築
の
工
事
等
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
過
去
に
こ
の
助
成
を
受
け
て
い
て

も
、
現
行
の
耐
震
基
準
に
適
合
さ
せ

る
工
事
（
昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前

の
建
物
）
は
1
回
限
り
対
象
と
な
り

ま
す
。

　

埼
玉
県
で
は
、
気
軽
な
外
出
で
楽
し

く
健
康
づ
く
り
を
し
て
も
ら
お
う
と
、

コ
バ
ト
ン
お
達
者
倶
楽
部
事
業
を
推
奨

し
て
い
ま
す
。
秩
父
市
で
も
今
月
か
ら

実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。　
　

　

登
録
店
に
通
っ
て
ス
タ
ン
プ
を
貯
め

る
と
、〝
ち
ょ
っ
と
嬉
し
い
プ
レ
ゼ
ン

ト
〞
が
も
ら
え

ま
す
。

対　

象　

65
歳

以
上
の
方

参
加
方
法　

①
地

域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
で
「
コ

バ
ト
ン
お
達
者

倶
楽
部
カ
ー

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
等
の
資
金
を
助
成
！

「秩父市安心安全メール」にて、防災・防犯情報、防災無線放送の内容、火災情報を配信中！
右のＱＲコードを読み取るか、t-chichibu@sg-m.jpに本文が空白のままメールを送ってください。

ス
タ
ン
プ
を
貯
め
て

お
得
に
楽
し
く
健
康
づ
く
り

〜
コ
バ
ト
ン
お
達
者
倶
楽
部
〜

得

学生納付特例制度
　20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加
入しなければなりません。しかし、学生の方は一
般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以
下の場合、国民年金保険料の納付が猶予されるの
が、「学生納付特例制度」です。
対象となる学生
　学校教育法に規定する大学（大学院）、短大、
高等専門学校、専修学校および各種学校（１年以
上の修学課程に限る）、一部海外大学の日本分校
に在学する方
学生納付特例の承認期間
　４月から翌年３月までとなりますが、次の年度
も在学予定の場合、４月初めにハガキ形式の申請
書が送られますので、引き続き学生の方は必要事
項を記入の上ご返送ください。
※在学する学校が変わった際は窓口で申請が必要
申請に必要なもの　
　学生証か在学証明書・年金手帳・印鑑
１秩父年金事務所☎２７－６５６０
市役所保険年金課国民年金担当
　☎２５－５２０１
吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課
吉田☎７２－６０８２　大滝☎５５－０８６３
荒川☎５４－２３９５

国民年金だより


